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移住・定住支援制度 空き家情報

東京
10月

１　移住相談 窓口 担当部課 担当者名 連絡先

企画課 木口　美和子 0866-82-1057

大阪
7月

大阪
2月

企画課 〇

主な業務 空き家バンク・移住相談

３　お試し住宅の有無 整備年度 活用施設 利用単位 R6年度利用件数 うち移住件数

２　移住専門相談員の有無 名称 氏名 連絡先

移住相談員 片山　法子 0866-82-1057

　移住・定住支援制度

名　　称 目的・対象者・要件等 助成内容等

矢掛町移住定住お試し住宅

■趣　 　旨　　矢掛町への移住定住希望者を対象に、一定期間町内での
　　　　　　　　　生活を体験できる「矢掛町移住定住お試し住宅」を整備・
　　　　　　　　　提供することにより、矢掛町への移住定住促進を図る。
■対 象 者　　・矢掛町に住民登録を行っていない者
　　　　　　　　　・矢掛町への移住定住を検討している者
　　　　　　　　　・暴力団員等でない者　　　など
■使用期間　 １日以上１０日以内
■使 用 料　　１，０００円／日

R4 1戸 1日以上10日以内 １０件 １件

４　市町村主催の体験ツアー 【ツアーの概要】

住宅

矢掛町定住促進助成金

■趣　 旨　　定住人口の増加と少子化対策を図るとともに、地域の活性化
　　　　　　　　に資するため、新たに住宅を建築又は新築住宅を購入した
　　　　　　　　場合に助成金を交付
■対象者　　居住を目的に町内に新たに住宅を建築、又は新築住宅を
　　　　　　　　購入した者
■主要件　　・１０年以上定住を誓約する者
　　　　　　　　・令和7年度末までに新築、入居した者
　　　　　　　　・対象者が、居住することを目的に新たに住宅を建築、又は
　　　　　　　　　新築住宅を購入するための経費で５００万円以上であること

■補助率等
　○助成対象経費の１００分の１０に相当する
　　 金額を助成
　　　・４０歳以下の者 (上限１５０万円)
　　　・４０歳以下で以前３年間に町内に居住した
　　　　ことがなく、転入してきた者
　　　　 (上限１７０万円)
　　　・４０歳超の者 (上限１００万円)
　　　・４０歳超で以前３年間に町内に居住した
　　　　ことがなく、転入してきた者 (上限１１０万
        円)
　※ 上記に加え、入居世帯が三世代世帯以上
　　　の場合は３０万円を上乗せする。

矢掛町空き家活用新規創業
支援事業補助金

■趣　 旨　　町内産業の振興、雇用促進、及び定住・交流の促進による
　　　　　　　　賑わいのまちづくりに寄与するため、町内の空き家を活用
　　　　　　　　して小売業・飲食業・サービス業等を新規に創業する事業者
　　　　　　　　に対して支援を行う。
■対象者　　町内の空き家を活用して新規に創業する事業者
■主要件　　・町内の空き家バンク登録物件を活用して新たに創業すること
　　　　　　　　・町内に住所を有すること
　　　　　　　　・創業後、週３日以上営業すること
　　　　　　　　・備中西商工会の経営指導を受け、５年以上事業を行うこと　など
■その他　　・原則、町内事業者による施工に限る
　　　　　　　　・着工前に申請のうえ、事前に補助認定を受ける必要がある
　　　　　　　　・２親等以内の親族間による活用は補助対象外

■補 助 率　　 １／２以内

■補助上限　　２００万円

■対象経費　　空き家改修費、設備備品購入費
等

矢掛町早期経営確立支援事
業

■趣　 旨　　町内における新規就農者が農業経営を早期に確立するため
　　　　　　　　に、経営が不安定な就農直後に農地や住宅の賃借料等の
　　　　　　　　一部を補助

■対象者　　・町内に居住し、事業申請時に５５歳未満、かつ就農後３年
　　　　　　　　　以内の者
　　　　　　　　・町税等を完納している者

■他要件　　事業の実施は、年度ごと、事業種目ごとに事業対象者あたり
　　　　　　　　１回限り

①農地確保等応援事業
　　農地の賃借料及び土づくり資材費を助成。
　　■補助率　 １／２以内
　　■上　 限　 対象農地１０ａ当たり１００千円
②空き家等借入応援事業
　　農業経営又は新規就農研修を行うために
　　入居する住宅の賃借料を助成 （事業対象者
　　名義で契約しているもので最大３年間まで）
　　■補助率　 １／２以内
　　■上　 限　 事業対象者１人当たり
　　　　　　　　　 ７２０千円／年（月換算60千円）
③農業施設等整備支援事業
　　農業経営で使用する中古農機具・施設や
　　入居する住宅等の修繕経費を助成
　　■補助率　 １／２以内
　　■上　 限　 ９００千円
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矢掛町

住宅

矢掛町空き家改修補助金

■趣　 旨　　町内の空き家の有効活用による定住人口の増加に資する
　　　　　　　　ため、所有者及び利用者が空き家を改修した場合の工事費
　　　　　　　　の一部を補助
■対象者　　①空き家所有者　②空き家利用者（町外からの転入者に限る）
■主要件　　【所有者】 ５年以上空き家バンクに登録すること
　　　　　　　　【利用者】 ３年以内に町内での居住の経験がなく、かつ５年
　　　　　　　　　　　　　　 以上当該空き家に居住すること
■その他　　・町内の空き家バンク登録物件を対象とする
　　　　　　　　・原則、町内事業者による施工に限る
　　　　　　　　・着工前に申請のうえ、事前に補助認定を受ける必要がある
　　　　　　　　・２親等以内の親族間による活用は補助対象外

■補 助 率　　  １／２以内
■補助上限　　１００万円／物件
　　　　　　　　　　（登録時改修（賃貸借契約等
　　　　　　　　　　 締結前）…５０万円）
■対象経費　　台所・浴室・トイレ・内装・屋根等
　　　　　　　　　 の改修、各種住宅設備、不要物
　　　　　　　　　 撤去・ハウスクリーニング

矢掛町住宅リフォーム
補助事業

■趣　 旨　　既存住宅の利便性、耐久性の向上、また町内産業の活性化
　　　　　　　　を図ることを目的として、町内施工業者を利用して実施する
　　　　　　　　住宅リフォーム工事に係る経費の一部を補助
■対象者　　① 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
　　　　　　　　　　　耐震診断を受け、耐震性のない住宅については、耐震
　　　　　　　　　　　改修工事を実施した（する予定の）住宅
　　　　　　　　② 昭和56年6月1日以降に着工された住宅
　　　　　　　　　　　建築後10年以上の住宅

■補 助 率　　  リフォーム費用の１／１０以内

■補助上限　　５０万円

矢掛町建築物耐震診断等補
助金

■趣　 旨　　地震に対する建築物の安全性の向上を図り，公共の福祉の
確保に
　　　　　　　　資するため，建築物の耐震診断等を実施するに当たり，これ
に要する
　　　　　　　　費用の一部を予算の範囲内において補助
■対象者　　① 町内に在する民間住宅
　　　　　　　　② 昭和５６年５月３１日以前に工事着工され，かつ，
　　　　　　　　　　２階建て以下であること
　　　　　　　　➂ 補強計画の申請に際しては、事前に現況診断を済ませて
　　　　　　　　　　いること

【現況診断・補強計画・部分補強計画】
■補 助 率　　診断料９０，０００円の内
　　　　　　　　　一律　８５，２００円
※延べ床面積２００㎡超の場合、１００㎡以内ご
とに診断料加算。加算された診断料に対しても
補助可。

矢掛町結婚新生活
支援事業

■趣　 旨　　結婚支援，及び人口増加を図ることを目的として、新居の
　　　　　　　　取得費用、賃料、初期費用、リフォーム費用、引越し費用
　　　　　　　　等を助成

■対　 象　　・令和７年３月１日以降に婚姻届を提出し、
　　　　　　　　　矢掛町に住民票がある世帯
　　　　　　　　・婚姻届提出時点で、夫婦ともに３９歳以下
　　　　　　　　・世帯の前年分の所得額の合計が５００万円未満であること
　　　　　　　　・矢掛町に定住する意思があること　　等

■助成金額　　上限６０万円
　　　　　　　　　　 （住居費及び引っ越し費用等
　　　　　　　　　　　 の合算）
■対象経費　　令和７年４月１日から令和８年
　　　　　　　　　 ３月３１日までに支払った費用
　　　　　　　　　　・住居の取得費用 （共有名義
　　　　　　　　　　　の場合、１／２以上の持分）
　　　　　　　　　　・住宅賃貸費用、共益費、
　　　　　　　　　　　仲介手数料
　　　　　　　　　　・リフォーム費用、引越し費用

自家消費型太陽光発電シス
テム導入促進事業

■趣　旨　町内の住宅へ自家消費型の太陽光発電設備を導入する場合の
導入費用の一部を助成
■対　象　①町内に住所を有する者
　　　　　　②町内の住宅の所有者または使用者
　　　　　　③町内に対象設備を導入した住宅を新築または購入する者

補助単価　１ｋＷあたり７万円

補助上限　４９万円

矢掛町木造住宅耐震改修事
業費補助金

■趣　 旨　　大地震発生時の住宅の倒壊を防止し市街地の減災を図るた
　　　　　　　めに，民間の既存木造住宅の耐震改修に要する経費の一部を
　　　　　　　予算の範囲内において補助

■対象者　　① 町内に在する民間住宅
　　　　　　　　② 昭和５６年５月３１日以前に工事着工され，かつ，
　　　　　　　　　　２階建て以下であること
　　　　　　　　➂ 耐震診断を受け，その診断結果が一定の既存木造住宅の
　　　　　　　　　　性能に満たないこと

【耐震改修】
■補 助 率　　 補助対象経費の４／５
■補助上限　　１１５万円
※世帯状況により補助率変動
【部分耐震改修】
■補 助 率　　 補助対象経費の４／５
■補助上限　　８０万円
※世帯状況により補助率変動

矢掛町スマートエネルギー
導入促進事業

■趣　 旨　　町内の住宅などへ家庭用の省エネルギー設備を導入
　　　　　　　　する場合の導入費用の一部を助成

■対　 象　　下記のいずれかに該当する者で、町の他の補助制度と
　　　　　　　　併用しない者
　　　　　　　　　・町内に住所を有する者
　　　　　　　　　・町内の居住用住宅の所有者または使用者
　　　　　　　　　・補助対象機器を導入した住宅を新築または購入者

①高効率給湯器（エコキュート等）
　■補助率　１／１０　　■上限額　１２万円
②蓄電池等（エネファーム等）
　■補助率　１／１０　　■上限額　１５万円
③断熱窓（内窓設置等）
　■補助率　１／１０　　■上限額　１５万円
④電気自動車等（軽自動車に限る）
　■補助率　１／１０　　■上限額　１５万円
⑤電気自動車等Ｖ２Ｈ充電設備
　■補助率　１／１０　　■上限額　１５万円
⑥戸建用EV普通充電設備
　■補助率　１／１０　　■上限額　　６万円

保育園・こども園保育料無料

■趣　 旨　　子育て世帯の負担軽減と少子化対策に資することを目的
　　　　　　　　として、保育園・こども園保育料を無料化
　
■対　 象　　町内全園児

保育園・こども園保育料無料

子育て

子ども医療費助成制度

■趣　 旨　　小児等の健康保持及び増進、児童福祉の向上に資する
　　　　　　　　ことを目的として、医療費自己負担分の無償化（助成）

■対　 象　　満１８歳に達した以後最初の３月３１日まで
　　　　　　　　　（婚姻している者、社会保険加入者本人又は生活保護を
　　　　　　　　　 受けている者は対象外）

■対象経費　　保険診療の範囲内で自己負担
　　　　　　　　　 する部分の診療代
　【対象外】
　　保険のきかない容器代、検診料、文書料、
　　入院室料差額等、交通事故等（第三者行為）
　　で他の責に帰すべきもの

誕生祝金支給事業

■趣　 旨　　母子保健の推進と少子化対策に資することを目的として、
　　　　　　　　誕生祝金及び祝品を支給
■対　 象　　出生時に矢掛町に住所を有する申請時の親権者
　　　　　　　　　（ただし、町税及び町に納入すべき徴収金に滞納がある
　　　　　　　　　 場合、当該徴収金等を完納若しくは充当しない限り支給
　　　　　　　　　 しない。）

■祝　金　　・新生児１人目 ……… １０万円
　　　　　　　 ・新生児２人目 ……… ２０万円
　　　　　　　 ・新生児３人目以降 … ３０万円／人
■祝　品　　やかげ観光大使やかっぴーぬいぐ
るみ

入学祝金支給事業

■趣　 旨　　小中学校等に入学する際、入学を祝福し、入学時における
　　　　　　　　家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の
　　　　　　　　健全な育成を支援するため、入学祝金を支給
■対　 象　　小中学校等に１年生として入学する児童又は生徒を養育
　　　　　　　　している保護者

■小学校入学祝金　　　　　　　３万円／人
■中学校及び中等教育学校入学祝金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５万円／人
　 ※　町税及び町へ納入すべき納付金を
　 　　 完納していない場合は支給しない。
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その他

予防接種費補助

■趣　 旨　　子どもの健康増進と予防を目的として、インフルエンザ等
　　　　　　　　予防接種費を補助

■対　 象　　①インフルエンザ … 満１歳 ～ 高校３年生
　　　　　　　　②おたふくかぜ … 満１歳 ～ 小学校就学前

①インフルエンザ
　　■助成額　　１，５００円／回
　　　　　　　　　　　（町内医療機関に限る）
②おたふくかぜ
　　■助成額　　３，０００円／回
　　　　　　　　　　　（町内医療機関に限る）

子育て

産後ケア事業

■概　 要　　矢掛町が委託した産婦人科や助産院で産後の相談や指導
　　　　　　　　を受けることができる。
　　　　　　　　宿泊型ケア、日帰り型ケア、母乳ケア(外来)を選択。併用可。
■対　 象　　矢掛町に住所がある母子で、産後１年未満かつ医療行為
　　　　　　　　を必要としない、下記のいずれかに該当する方
　　　　　　　　　・出産後の体調の回復に不安がある方
　　　　　　　　　・育児に不安があり、授乳や赤ちゃんの世話などの指導を
　　　　　　　　　　希望する方
　　　　　　　　　・産後の休養、栄養、乳房のケアなどに不安のある方
　　　　　　　　　・産後の育児支援者の協力を得ることが難しい方

①宿泊型ケア　　１５，０００円／泊
　　　　　　　　　　　 （利用上限３泊まで）
②日帰り型ケア　　７，０００円／回
③母乳ケア　　　    ３，０００円／回
 ※ 宿泊型ケアを△泊、母乳ケアを▲回の
　　 ように、両サービスの併用可。
　　 事前に利用申請が必要。
　　 計６回までの利用上限あり。

矢掛町結婚祝金

■趣　 旨　　若者の定住を促進し、矢掛町の活性化に資することを
　　　　　　　　目的として、結婚する町民に祝金を交付
■主要件　　①婚姻届が受理された日に、夫婦の年齢がいずれも
　　　　　　　　　 満５０歳未満であること
　　　　　　　　②婚姻届受理後、２カ月以内に定住の意思を持って
　　　　　　　　　 本町に住所を有し、かつ引き続き６カ月以上居住
　　　　　　　　　 していること
　　　　　　　　③町税及び町へ納入すべき徴収金を完納していること

■祝　金　　１０万円／組

妊婦健診支援事業

■趣　 旨　　妊婦さんが安心して無事に出産を迎えられるよう、
　　　　　　　　健診や出産準備のための経済的支援

■対　 象　　母子健康手帳を交付済の妊婦で、定住の意思がある者
　　　　　　　　　（ただし、町税及び町に納入すべき徴収金に滞納がある
　　　　　　　　　 場合、当該徴収金等を完納若しくは充当しない限り支給
　　　　　　　　　 しない。）

■助成額　　１回の妊娠につき ５万円

妊産婦医療費助成事業

■趣　 旨　　妊産婦の母体の健康を維持して安心・安全に妊娠期を
　　　　　　　　過ごし、出産を迎えられるよう支援するもの。
■対　 象　　母子健康手帳交付済の妊産婦

■助成額　　１回の妊娠につき 上限３万５千円
　　　　　　　　　（妊産婦の通院や入院をした時
　　　　　　　　　  の保険診療自己負担の医療費
　　　　　　　　　  を助成）

首都圏移住者支援金

■概　要　　町に移住し，マッチングサイト（岡山県開設）に掲載の企業等
に就職又は起業した場合に支援金を支給
■対　象　　東京２３区在住，又は１都３県（東京・神奈川・千葉・埼玉）在住
の２３区内在勤者

■支給額
・単身・・・定額６０万円
・複数人世帯・・・定額１００万円
・子加算（１８歳未満の子１人につき）・・・１００万
円

首都圏移住者支援金
【関係人口の場合】

■概　要　　町に移住し，・関係人口に該当する（町の定める要件を満た
す）場合に支援金を支給
■対　象　　東京２３区在住，又は１都３県（東京・神奈川・千葉・埼玉）在住
の２３区内在勤者

■支給額
・単身・・・定額６０万円
・複数人世帯・・・定額１００万円
・子加算（１８歳未満の子１人につき）・・・１００万
円

小中学校給食のアレルギー
対応

飲用牛乳及び卵の除去対応を実施。
代替食の提供は行っていないが、個別の相談に応じ、対応している。

保育園・こども園給食のアレ
ルギー対応

代替食の提供あり。
入園前に医師の診断書を提出していただき、個々の相談に応じている。
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